
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 今秋から新制度（公明がリード） 

情報提供、家賃補助など実施    
 
住まい探しに悩む人への支援を充実させるため、国も対策強化
に乗り出している。公明党のリードで改正住宅セーフティーネ
ット法が４月に成立。これにより国交省は今秋から新たな制度
をスタートさせる。 
新制度は、家主が所有する空き家などを、住宅確保が困難な世
帯向けの賃貸住宅として、都道府県などに登録してもらい、状
況提供する。 
登録住宅には、バリアフリー化や耐震改修の費用を１戸当たり
最大２００万円補助する。入居者が低所得の場合には、月最大
４万円の家賃補助や、賃貸契約の際に必要な家賃の債務保証料
についても最大６万円まで補助する。 

プロフィール 
S４５年 ５月 千葉県市川市生まれ（現在 47歳） 
S５２年 ４月 千葉県市川市立若宮小学校入学 
S５２年１ ０月 知内町立湯の里小学校転校 
S５８年 ３月 知内町立湯の里小学校卒業 
S６１ 年 ３月 知内町立知内中学校卒業 
H  元年 ３月 北海道立木古内高等学校卒業 
H  ５年 ３月 函館大学商学部商学科卒業 
H  ５年 ４月 (株)ミサワホーム函館入社 
H２３年 １ 月 ミサワホーム北海道(株)函館支店退社 
H２３年 ４月 函館市議会議員初当選 
H２７年 ４月 函館市議会議員２期目当選 
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函
館
市
の
老
舗
百
貨
店

「
棒
二
森
屋
」
が
閉
店
を

検
討
し
て
い
る
問
題
で
、

函
館
市
議
会
は
６
月
１
３

日
の
本
会
議
で
、
存
続
を

求
め
る
決
議
案
を
可
決

し
た
。
同
店
が
撤
退
す
れ

ば
、
Ｊ
Ｒ
函
館
駅
前
・
大

門
地
区
の
一
層
の
空
洞

化
は
避
け
ら
れ
な
い
と
し

て
今
後
の
経
営
方
針
の
検

討
に
あ
た
り
、
特
段
の
配

慮
を
求
め
た
。 

採
決
で
は
、
市
民
ク
ラ

ブ
の
３
人
と
無
所
属
の
１

人
が
退
席
し
た
。 

函
館
市
議
会
第
１
回
臨
時
会 

が
、
５
月
２
３
日
に
開
か
れ
常
任 

委
員
会
の
正
副
委
員
長
が
互
選
。 

互
選
さ
れ 

経
済
建
設
常
任
委
員
長
に
小
林
芳
幸
が
就
任
い
た
し
ま
し
た
。 

函
館
市
の
経
済
建
設
常
任
委
員
会
で
は
、
観
光
や
中
心
市
街
地

活
性
化
計
画
、
空
港
民
営
化
、
ク
ル
ー
ズ
船
受
入
等
の
ふ
頭
整

備
、
西
部
地
区
の
再
開
発
、
農
林
水
産
、
道
路
、
水
道
、
下
水
、

交
通
等
様
々
な
施
策
や
課
題
を
議
論
し
、
専
門
的
な
審
査
と

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
民
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願

と
陳
情
の
審
査
も
行
い
ま
す
。 



    

 

Ｑ：立地適正化計画の策定作業の状況と今後のスケジュ

ールについて 

Ａ：現在，誘導区域のエリアについて庁内調整中で，この調整

が完了次第，市民や各種団体，都市計画審議会などに提案し，

ご意見をお聞きしながら，年内を目処に，誘導施策を含めた計

画の素案をとりまとめ，その後，パブリックコメントや法定手

続きなどを経て，平成３０年３月末までに策定予定。 

Ｑ：防火・準防火地域の見直し効果について 

Ａ：本年２月２日付けで都市計画を変更し，市街化区域内の約

２０４ヘクタールの区域を除外し，このことによって割高とな

っていた工事費の縮減につながり，住宅の建て替えなどが促進

されるものと考えております。 

実際の見直し効果につきましては，市民や不動産関係者などか

らは，指定解除によって，建て替えがしやすくなったとのお話

も聞いており，今後一定期間を経過した段階で検証をする。 

Ｑ：ヤングファミリー住まいリング支援制度の活用状況 
Ａ：この事業につきましては，西部地区および中央部地区の区

域内の民間賃貸住宅に子育て世帯が居住する場合，家賃を月額

１万５千円を限度に最長１６年間補助する制度でありまして，

現在「６６世帯」が利用され，地域内の居住人口が「２１３人」

となっておりますことから街なかの定住化の促進や空家の発生

抑制にもつながっているものと考えているところであります。 

Ｑ：景観形成住宅等建築奨励金制度について 
Ａ：この制度は，都市景観形成地域内の公道に面する場所にお

いて，景観に配慮した建築物の新築や購入，または改修する場

合に最大２００万円を補助するものであります。 

現在，建築関係事業者との意見交換もしながら，制度の改善点

の洗い出し作業を行っているところでありまして，その結果を

踏まえ，必要な見直しを進めてまいりたいと考えております。 

 

 

Ｑ：アレルギー対策の取り組みについて 
Ａ：本市のホームページ上に，アレルギーに関する新たなペー

ジを作成し，アレルギー反応を引き起こす原因など、情報を掲

載するとともに，アレルギー専門医の検索ができる日本アレル

ギー学会や，日本アレルギー協会のサイトへリンクできるよう

に表示をしております。 

Ｑ：国が進めようとしている医療提供体制の整備が具

体化されることにより，函館市のアレルギー患者にと

って，どのような効果があると考えるか。 

Ａ：平成２９年３月に策定された国のアレルギー疾患対策の推

進に関する基本的な指針が定められております。今後は，都道

府県における医療提供体制に関するガイドラインが策定され，

医療提供体制の整備とともに，治療法の調査・研究の推進によ

り，科学的知見に基づいた情報提供や相談支援等も充実される

ものと考えております。 

Ｑ：災害時の備蓄品について、国の指針に基づき今後

対応していくべきだと思うが見解を伺う。 

Ａ：アレルギー対策は，災害時においても大変重要なことであ

ると認識しておりますので，食物アレルギーに対応した食品等

の備蓄を着実に進めるとともに，避難所において，避難者登録

時に食事等のアレルギーの有無の確認や，物資の配布場所を区

別するほか，この指針に基づき，国や関係機関等と連携し努め

てまいりたいと考えているところでございます。 

Ｑ：学校のアレルギー対策について、学校生活管理指

導表の提出にかかる費用を公費負担で出来ないか。 
Ａ：これまで国に対し，北海道や中核市教育長会を通じて補助

制度の創設などの措置について要望を行っているところでござ

いますが，今後，他都市の状況なども調査研究してまいりたい

と考えております。 

 


